
「第３期諫早湾干拓調整池水辺環境の保全と創造のための行動計画」(素案)に対する 

パブリックコメントの募集結果について 

「第３期諫早湾干拓調整池水辺環境の保全と創造のための行動計画」(素案)について、

パブリックコメントを実施しましたところ、貴重な意見をいただき厚くお礼申し上げます。 

 いただいたご意見に対する県の考え方をまとめましたので公表します。 

１ 募集期間  平成３１年３月２７日（水）から平成３１年４月２６日（金）まで  

２ 募集方法  電子申請、郵送又はファクシミリ 

３ 閲覧方法  県ホームページに掲載 

県地域環境課、県政情報コーナー（県政資料閲覧エリア内）、 

各振興局行政資料コーナー（長崎振興局を除く）、 

各県立保健所にて閲覧 

４ 意見の件数と提出者数  ９件（３名） 

５ 意見の反映状況 

対応区分 対 応 内 容 件数 

Ａ ・素案に修正を加え反映させたもの ２ 

Ｂ 

・素案にすでに盛り込まれているもの 

・素案の考え方や姿勢に合致し、今後、具体的な対策を

遂行する中で反映・検討していくもの 

３ 

Ｃ ・今後の検討課題とするもの  

Ｄ ・反映することが困難なもの ２ 

Ｅ ・その他 ２ 

総 数 ９ 

 ６ 提出された意見の趣旨及び県の考え方 

別紙のとおり 



番号 ページ 章 意見内容 対応 県の考え方

1 5
1-2
(3)

図1-1のグラフを見ると、
平成27年のT-N、平成28年の
T-Pは、調整池造成後で最悪
の値となっている。特徴的
な値であり「最高値を記録
した」と明記すべきであ
る。

Ｂ

「1-2.主な施策の検証（3）環境の監視・調
査」に、平成27年度のT-Nや平成28年度のT-Pを
含めた一時的な高い値は、降雨に伴う陸域から
の栄養塩類の流入や波浪に伴う底泥の巻き上げ
のほか、水温変化に伴う底泥からの溶出などが
要因と考えられると記載しています。

2 6～8
1-3
(1)

図1-2のグラフにおいて、
各対策効果の目標値と実績
値の差を目視で合計する
と、CODではほぼ目標達成、
T-Pにおいては目標を上回る
実績となっており、総合的
には計画した対策が十分に
行われている。しかし、表
1-2を見ると、CODとT-Pは実
測値だけでなくモデル値も
保全目標値に全く達してい
ない。その原因や理由を明
らかにして詳しく記載すべ
きある。

Ｂ

「1-2.主な施策の検証（1）水質保全対策」に
記載しているとおりですが、水質保全目標を達
成できていないのは、水質保全対策に取り組ん
でいるものの、その一部取組内容に改善が望ま
しい状況があることや、取組量が目標に届いて
いないことなどが原因や理由と考えています。

なお、図1-2に記載しているとおり、このグラ
フは一定条件における予測値であり、個々の取
組の内容を反映したものではありません。

3 8
1-3
(1)

調整池の負荷量は「現時
点では目標とした負荷には
届いていない」が、図1-3を
見ると第2期行動計画の目標
の概ね半分の削減は達成し
ている。それにもかかわら
ず、図1-1のグラフでは平成
19年以降、水質は全般的に
横ばいの傾向となっていて
改善されていない。その原
因や理由を明らかにして詳
しく記載すべきである。

Ｂ

「1-2.主な施策の検証（1）水質保全対策」に
記載しているとおりですが、水質保全目標を達
成できていないのは、水質保全対策に取り組ん
でいるものの、その一部取組内容に改善が望ま
しい状況があることや、取組量が目標に届いて
いないことなどが原因や理由と考えています。

4 10
1-4
(1)

「調整池の水質は、農業
用水として利用する上で問
題ない」との記述がある
が、調整池の水を農業用水
として利用しているのであ
れば、その旨を記載しては
どうか。

Ａ

ご指摘のとおり、調整池の水は農業用水とし
て利用されており、その旨追記します。

なお、「農業用水」「かんがい用水」の表記
については、「農業用水」に統一します。

5 12 2-1

「かんがい用水が確保さ
れた大規模かつ平坦な優良
農地」との記述があるが、
調整池の水がかんがい用水
として利用されているので
あればその旨を記載しては
どうか。

Ａ

ご指摘のとおり、調整池の水はかんがい用水
として利用されており、その旨追記します。

なお、「農業用水」「かんがい用水」の表記
については、「農業用水」に統一します。

提出された意見の趣旨及び県の考え方



番号 ページ 章 意見内容 対応 県の考え方

6 22 5-1

第2期計画において、各種
の対策が概ね目標通りに実
施されているにも関わら
ず、調整池の水質に目立っ
た改善が見られず、水質保
全目標を達成できないの
は、淡水化された調整池で
の汚濁物質の凝集や巻き上
げ、アオコなどの増殖によ
る有機物の内部生産が大き
な原因である。排水門を開
放して海水を導入し、水質
浄化機能を持つ干潟や汽水
域を復活させることを、今
後の水質保全対策として検
討すべきである。

Ｄ

「1-2.主な施策の検証（1）水質保全対策」に
記載しているとおりですが、水質保全目標を達
成できていないのは、水質保全対策の一部取組
内容に改善が望ましい状況があることや、取組
量が目標に届いていないことなどが理由と考え
ています。

また、巻き上げに関しては、潜堤の設置等で
発生が低減されていますが、第3期行動計画にお
いて、新たに浅水域における波浪低減対策を講
じることとしています。内部生産に関しては、
第3期行動計画に基づき実効性のある水質保全対
策を実施し、調整池内の負荷を低減することに
よって、アオコなどの増殖を抑制できると考え
ています。

なお、排水門の開放については、農林水産省
は、平成29年4月に開門しないとの方針を明確に
しています。

このような状況を踏まえ、本計画に掲げた水
質保全対策を講じて調整池の水質保全目標の達
成を目指します。

7
 25～
26

5-2

調整池では人体に有毒な
アオコが毎年、大量に発生
している。水辺でのレクリ
エーションや農業用水とし
ての利用において注意すべ
きであることを明記すべき
である。

Ｄ

諫早湾干拓調整池では平成19年以降、アオコ
の発生状況を監視しています。発生日数は国内
の他の湖沼と比べて、多い状況ではありません
が、第３期行動計画でもアオコの発生抑制対策
等を実施していくこととしています。

アオコは、諫早湾干拓調整池に限らず、琵琶
湖、霞ヶ浦等の国内の他の淡水湖や全国の農業
用ため池、ダム、クリーク等でも一般的に見ら
れるもので、国立環境研究所によると、日本国
内では、これまでアオコの有毒物質による健康
被害は発生していないと報告されています。

なお、アオコを引き起こす藍藻類には毒性物
質を含むものもありますが、このうちミクロシ
スチン類について、環境省では、人の健康や水
生生物への影響の観点から監視の必要性が乏し
い物質と判断され、要調査項目リストから外さ
れています。

8 － －

堤防にある南北の排水門
の位置が水質悪化の原因の
一つである。中央部分の多
くの水は滞水し淀んでいる
と思われる。淀む事が水質
悪化の原因である。中央部
分にもっとパイプを増やし
て常時排水すれば河口まで
来た水が短時間で排水さ
れ、川から海へ常時流れて
いる事に近い状態になる。

Ｅ

潮受堤防の中央部に排水ポンプが設置され常

時排水（10万m
3
/日）が行われており、また、調

整池の水には風の影響もあることから、滞水し
ていないものと考えます。

9 － －

潜堤を除去して淀みを無
くす方がいい。水の流れを
作ればいい。模型を作って
流れがどう変わるか実験し
てほしい。

Ｅ

潜堤は、水面下に設けられた堤体で、潮受堤
防側から干拓地側へ寄せる波浪を低減させ、波
浪によって生じる底泥の巻き上げの発生を低減
することで負荷を削減させるものです。九州農
政局が設置している「諫早湾干拓調整池水質検
討委員会」では、調整池水質モデルにより潜堤
による水質保全効果が発現していることを確認
しています。

また、調整池の水は風により水の流れがある
ものと考えます。


